
 

再発防止対策 検討体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

※検討の進捗状況については、適宜、首脳会議に報告するなど、庁内の情報共有を図る。 

 

 

【内部機関】 

千代田区入札不正行為に関する 

調査及び再発防止対策検討委員会 

下命 

【第三者機関】 

千代田区入札不正行為に関する 

再発防止対策有識者会議 

区長 

依頼 
意見交換

結果 

●千代田区入札不正行為に関する再発防止対策

有識者会議について 

【趣旨】 

再発防止に向けて客観性と透明性を担保するた

め、検討委員会において課題となっている点や

報告書素案等について、学識経験者（弁護士、公

正取引委員会元職員）に委員を委嘱し、意見を求

める。 

最終報告 

●千代田区入札不正行為に関する調査及び再発

防止対策検討委員会について 

【趣旨】 

契約制度、職員倫理、議員等との関係の視点か

ら、課題を洗い出し、調査結果及び有識者会議の

意見交換結果も踏まえて検証を行い、再発防止

に向けた具体的な対策を検討する。 

【検討委員】 

委員長：坂田副区長 

副委員長：小林副区長、堀米教育長 

委員：政策経営部長及び行政管理担当部長、政

策経営部総務課長、同部人事課長、同部契約課

長 

事務局：総務課（庶務）、人事課（服務関係）、契約

課（契約制度） 

会 議 資 料 ４ 

令和６年２月８日 

 


